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1 ．はじめに

これまでにいくつかの入札に係る談合事件を分析してきた。入札の仕組みとしてもっとも単純
なものは，発注者が設定する予定価格を上限とし，入札に参加した業者のなかで最も低い価格で
応札した業者を落札者とするものである（会計法29条の六，地方自治法234条）。そして，この単純
な仕組みに最低制限価格を設けて，最低制限価格以下で入札した業者は失格にするという仕組み
もある。
本論文では東京都下水道ポンプ設備工事入札談合事件の談合の有無に関する落札率の役割と影
響について検討する。この事件では，多摩地区公共工事入札談合事件にあった最低制限価格の設
定に加え，発注者が作成する予定価格の事前公表，業者の入札価格に係る根拠資料の提出など，
これまで行ってきた入札談合事件と違ったいくつか別の要件が加わっている。
第 2節では東京都下水道ポンプ設備工事入札談合事件の概要，経過と結果，その特徴について
述べる。第 3節で落札率と談合の間の関係を計量経済学の手法を利用した計量分析をする。そし
て第 4節で本論文の結論を述べる。

三田商学研究
第63巻第 6号
2021 年 2 月

2020年10月30日掲載承認

＜要　　約＞
談合があれば落札率は高くなるという関係を検討する。そこでは落札率と課徴金納付命令と

のあいだの関係を質的変量モデルによって推定する。さらに差の有意性検定によって課徴金が科
された標本と課徴金が科されなかった標本が同一の母集団から抽出されたかどうかをテストする。
予定価格を事前に公表すると，従来安定的であった関係が崩れることを確認した。

＜キーワード＞
入札談合，予定価格，落札率，予定価格事前公表，質的変量モデル 

牧　　　厚　志

落札率と談合の関係
―― 東京都下水道ポンプ設備工事入札談合事件 ――
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2 ．東京都下水道ポンプ設備工事入札談合事件

本件の対象となる下水道ポンプ設備工事とは，下水道施設に設置されるポンプの設備工事で，
汚水ポンプ，雨水ポンプ，放流ポンプ，汚泥ポンプ，送泥ポンプなどの設備工事がある。そして
下水道ポンプ設備工事は大きく新設工事と既設工事に分類され，既設工事には増設工事と改良工
事があり，改良工事は再構築工事と取り換え工事に分かれている。
本件工事の発注方法には，発注する物件の予定価格の大きさによって希望制指名競争入札，公
募制指名競争入札，一般競争入札と 3つの入札方法がある。希望制指名競争入札は 3つの入札方
法の中で予定価格が最も低い物件に適用され，登録業者の中から原則10名の入札参加業者を発注
者が指名する。公募制指名競争入札は登録業者の中から入札参加希望者を募り，一定の要件を満
たした入札参加希望者のすべてを入札に参加させる。一般競争入札は，最も高い価格帯に含まれ
る入札物件に適用され，あらかじめ一定の条件を満たした登録業者が入札参加者となる。
本件では，他の入札談合事件とは違った入札方法が一部の時期に取り入れられている。それは
談合の実行期間とされる入札時期の一部で予定価格の事前公示が行われたことである。本件の談
合に係る実行期間は平成11年 4 月 1 日から平成15年 7 月29日の期間であるが，平成10年 7 月から
平成11年 7 月まで（この期間を第 I期とする）は予定価格 9億円以上の入札物件の中から選別され
た物件の予定価格を事前に公表した。平成11年 8 月から平成12年10月までの時期（この期間を第
II期とする）では予定価格 9億円以上の入札物件はすべて事前に予定価格を公表した。さらに平
成12年11月から平成14年 3 月（この期間を第 III期とする）は 7億円以上の入札物件，平成14年 4
月以降（第 IV期とする）はすべての入札物件で予定価格は事前公示となった。予定価格の公表方
法の時期と希望制指名競争入札，公募制指名競争入札，一般競争入札の金額の幅について表 1に
纏めている。
事件の発端は平成15年 7 月29日，公正取引委員会の立ち入り検査が後述の14社に対して行われ

たことであった。そして公正取引委員会からの勧告が平成16年 3 月30日に出された。本件の審判
における被審人は株式会社荏原製作所，古河機械金属株式会社，株式会社電業社機械製作所，株
式会社鶴見製作所，新明和工業株式会社，新日本造機株式会社の 6社（以下主文において「 6社」
という。）及び株式会社日立製作所，三菱重工業株式会社，株式会社粟村製作所である（以下主文
において「 3社」という。）。また株式会社酉島製作所は同意審決を申しでて，平成20年 2 月19日
に同意審決がだされた。そして平成20年 4 月16日に 9社に対して審判審決がだされた。ただし被
審人株式会社栗村製作所は平成17年 8 月 1 日解散し清算手続きに入った。
被審人にはなってはいないが入札に参加していた業者は，株式会社酉島製作所以外に，株式会
社クボタ，株式会社石垣，石川島播磨重工業株式会社，株式会社由倉であるが，石川島播磨重工
業株式会社と株式会社由倉は本件の実行期間において落札した物件がゼロである。以下では企業
名についた株式会社を省略する。そして上記の 6社と 3社にクボタ，石垣，石川島播磨重工業，
由倉 4社及び酉島製作所を合わせて14社という。本件に関連する下水道ポンプ設備工事の入札物
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件は47物件であった。
審判官の判断に至った資料は関係者の供述，手帳などの資料，関連書類などの直接証拠であっ
た。これらに基づく審査官と被審人の間の論争の結果を審判官が判断し，審判審決が平成20年 4
月16日に 9社に対してだされた。主文は以下のとおりである。

1　被審人荏原製作所，被審人古河機械金属，被審人電業社機械製作所，被審人鶴見製作所，
被審人新明和工業及び被審人新日本造機の 6社（以下主文において「 6社」という。）は，
被審人日立製作所，被審人三菱重工業，被審人粟村製作所（以下主文において「 3社」とい
う。）及び別紙 1の表 2記載の事業者と共同して，遅くとも平成11年 4 月 1 日以降行って
いた東京都が下水道局において発注する下記の工事（以下，下記の工事を主文において「特
定ポンプ設備工事」という。）で，一般競争入札，公募制指名競争入札又は希望制指名競争
入札の方法により発注されるものについて，受注予定者を決定し，受注予定者が受注でき
るようにする行為を取りやめていることを，それぞれ，取締役会において決議しなければ
ならない。

　記
　　公共下水道及び流域下水道の施設に係る主ポンプ（汚水ポンプ，雨水ポンプ及び放流ポン
プをいい，これらのポンプに準ずるものとして発注されている管渠内排水ポンプを含む。）又は
汚泥ポンプ（汚泥ポンプ及び送泥ポンプをいう。）に関する工事のうち，新たに建設する前
記施設において前記主ポンプ又は前記汚泥ポンプを据え付ける工事，既存の前記施設にお
いて前記主ポンプ又は前記汚泥ポンプを追加して据え付ける工事及び既存の前記施設にお
いて前記主ポンプ又は前記汚泥ポンプを撤去して新たな前記主ポンプ又は前記汚泥ポンプ

表 1　�予定価格の事前公表と希望制指名競争入札，公募制指名競争入札，�
一般競争入札の入札方法における金額の範囲

予定価格事前公表 入札方法
（1）平成10年 7 月～平成11年 7 月 
（第 I期）

 （平成11年 4 月 1 日が本件談合の
実行開始年月日）

9億円以上から選定し
て公表

希望制指名競争入札（250万から25億円）
公募制指名競争入札（25億から50億円）
一般競争入札（50億円以上）

（2）平成11年 8 月～平成12年10月 
（第 II期）

9億円以上 希望制指名競争入札（250万から25億円）
公募制指名競争入札（25億から50億円）
一般競争入札（50億円以上）

（3）平成12年11月～平成14年 3 月 
（第 III期）

7億円以上 希望制指名競争入札（250万から9億円）
公募制指名競争入札（ 9億から25億円）
一般競争入札（25億円以上）

（4）平成14年 4 月以降（第 IV期）
 （平成15年 7 月29日が本件談合の
実行最終年月日）

すべて 希望制指名競争入札（250万から9億円）
一般競争入札（ 9億円以上）
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を据え付ける工事
2　 6 社のうち被審人古河機械金属を除く 5社（以下主文において「 5社」という。）は，そ
れぞれ，次の（1）及び（2）の事項を東京都に通知しなければならない。

　　また，被審人古河機械金属は，次の（1）の事項を東京都に通知するとともに，別紙 1
の表 3記載の事業者に通知しなければならない。

　　これらの通知の方法については，あらかじめ，当委員会の承認を受けなければならない。
（1） 前項に基づいて採った措置
（2） 今後，他の事業者と共同して，東京都が下水道局において競争入札の方法により発注
する特定ポンプ設備工事について，受注予定者を決定せず，各社がそれぞれ自主的に受
注活動を行う旨

3　 5社は，今後，それぞれ，他の事業者と共同して，東京都が下水道局において競争入札
の方法により発注する特定ポンプ設備工事について，受注予定者を決定してはならない。

　　また，被審人古河機械金属は，今後，別紙 1の表 3記載の事業者をして，他の事業者と
共同して，東京都が下水道局において競争入札の方法により発注する特定ポンプ設備工事
について，受注予定者の決定をさせてはならない。
4　 5社は，今後，それぞれ，他の事業者と共同して，東京都が下水道局において競争入札
の方法により発注する特定ポンプ設備工事について，受注予定者を決定しないよう，営業
担当者に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に関する研修，法務担当
者による定期的な監査等を行うために必要な措置を講じなければならない。この措置の内
容については，あらかじめ，当委員会の承認を受けなければならない。

　　また，被審人古河機械金属は，別紙 1の表 3記載の事業者に対し，今後，別紙 1の表 3
記載の事業者が，他の事業者と共同して，東京都が下水道局において競争入札の方法によ
り発注する特定ポンプ設備工事について，受注予定者を決定しないよう，営業担当者に対
する同法に関する研修，法務担当者による定期的な監査等を行うために必要な措置を講じ
るよう指導しなければならない。この指導の内容については，あらかじめ，当委員会の承
認を受けなければならない。
5　 6社は，それぞれ，第 1項，第 2項及び第 4項に基づいて採った措置を速やかに当委員
会に報告しなければならない。
6　 3社が， 6社及び別紙 1の表 2記載の事業者と共同して，遅くとも平成11年 4 月 1 日以
降行っていた東京都が下水道局において一般競争入札，公募制指名競争入札又は希望制指
名競争入札の方法により発注する特定ポンプ設備工事について，受注予定者を決定し，受
注予定者が受注できるようにしていた行為は，独占禁止法第 3条の規定に違反するもので
あり，かつ，当該行為は，既に無くなっていると認める。
7　 3社の前項の違反行為については， 3社に対し，格別の措置は命じない。

本件における争点は 2点であった。それらは，14社による違反行為の有無と排除措置の必要性
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の有無であったが，本論では争点 1 （14 社による違反行為の有無）のみに焦点をあてる。審判に
おいて審査官が提示した基本合意の内容は，

「14社は，遅くとも，平成11年 4 月 1 日以降，東京都が下水道局において一般競争入札，公
募制指名競争入札又は希望制指名競争入札の方法により発注する主ポンプ等に関する新設工
事，増設工事，再構築工事及び取替工事（以下「東京都発注の特定ポンプ設備工事」という。）
について，受注価格の低落を防止するため，
（ア） 増設工事，再構築工事及び取替工事（以下「既設工事」という。）については，当該工事
の対象となる下水道施設に係る下水道ポンプ設備工事を以前に受注した者（以下「既設者」
という。）を受注予定者とし，既設者が当該入札に参加できない場合は，入札参加者間の
話合いにより受注予定者を決定する

（イ） 新設工事については，東京都から当該工事の対象となる下水道施設に係る設計を請け
負ったコンサルタント業者又は発注者である東京都への技術提案等の事情を勘案して，入
札参加者間の話合いにより受注予定者を決定する

（ウ） 受注すべき価格は，受注予定者が定め，受注予定者以外の者は，受注予定者の定めた
価格で受注できるよう協力する

旨の合意（以下，当該合意を「本件基本合意」という。）の下に受注予定者を決定し，受注予定
者が受注できるようにしていた（以下，この行為を「本件違反行為」という。）」

であった。

被審人の一人である新明和工業は東京高裁に審決取消の訴えを起こした。判決が平成20年12月
5 日に出された。主文は以下のとおりである。

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

新明和工業はこの判決を不服として上告したが，平成21年10月22日に最高裁判所で棄却，不受
理の決定がなされた。

平成20年 8 月29日に荏原製作所，日立製作所，古河機械金属，三菱重工業，鶴見製作所，新明
和工業の 6社に対して課徴金納付命令が出された。対象となった物件は荏原製作所では落札物件
13件のうち10件，日立製作所は落札物件 7件のうち 4物件，古河機械金属は落札物件 3件のうち
2件，三菱重工業は 3件のうち 3件，鶴見製作所は落札物件 2件のうち 2件，新明和工業は 1件
中 1件であった。したがって 6社の落札した29物件のうち課徴金の対象になった物件は22物件で
ある

1）
。
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この事件の特徴をいくつかまとめておく。違反行為の実行期間中に対象となった入札物件は47
物件，課徴金納付対象となった業者は 6社で，当該 6社の落札物件数は29物件，そのうち課徴金
を科された物件は22物件である。47物件について，予定価格の最小値は物件37の2165万円，最大
値は物件16の20億0380万円，物件全体の平均値は 5億3664万円，標準偏差は 5億0269万円である。
本件談合の実行開始日は平成11年 4 月 1 日である。事前に公表された物件の予定価格について，
平成10年 7 月から平成12年10月まで（第 I期と第 II期）の入札において 9億円以上の物件は19物
件中 4物件ある。第 I期の物件 1は予定価格が 9億円を超えているが，審決から物件 1の予定価
格は事前に公表されたものではないことが分かる。また平成12年11月から平成14年 3 月まで（第
III期）の入札において 7億円以上の物件は11物件中 4物件ある。そして平成14年 4 月から平成15
年 7 月29日まで（第 IV期）の入札においてはすべての物件が対象になり，それは17物件である。
したがって47物件中24物件は事前に予定価格を入札参加業者が知っていたことになる。そして24
物件中16物件が課徴金を科された 6業者が落札した物件である

2）
。

課徴金総額から 6社についてそれぞれどの物件が課徴金対象になったかの推論について説明し
よう。それぞれの業者について税引き契約価格総額が課徴金総額を使い計算できる。具体的には
これらの課徴金総額を1.05（0.05（ 5 ％）は消費税分）で割り，さらに0.06（当時の課徴金比率）で
割ることによって業者ごとの税引き契約価格総額が計算できる。それぞれの税引き契約価格は，
新明和工業8000万円（課徴金504万円），鶴見製作所 1億95万円（課徴金636万円），古河機械金属 6
億3000万円（課徴金3969万円），三菱重工業11億1000万円（課徴金6993万円），日立製作所41億9778
万円（課徴金 2億6446万）円，荏原製作所57億4714万円（課徴金 3億6207万円）となる。そこで，
審決の表 4から計算できるそれぞれの物件の税引き契約価格に着目し，税引き契約価格の合計が
課徴金総額から推定した税引き契約価格合計額に近づくように試行錯誤することになる。表 2に
その結果が示されている。
表 2の左端から 2列目の下線部で示した税引き契約価格に右端から 2列目の下線部で示した税
引き落札価格の合計ができるだけ近づくように個々の税引き落札価格を調整するという試行錯誤
を行うことによって，どの落札物件が課徴金の対象物件になっているか分かる。ここでは落札価
格と契約価格が必ずしも一致しないことを考慮すると同時に両者には大きな相違はないという前
提をおいている。両者が完全に一致するのは（1），（3），（4）の 3業者（新明和工業，古河機械金
属，三菱重工業）であり，（2）の鶴見製作所は0.05％，（5）の日立製作所は0.0005％，（6）の荏原
製作所は0.04％の誤差が生じている。そして日立製作所において顕著であるが，必ずしも落札率
の高い物件が課徴金対象物件（レで示している）とはなっていない。この理由は予定価格の事前
公表の効果と併せて後述する。

1）課徴金の対象物件となった物件数について，筆者は荏原製作所以外は個々の課徴金納付命令がみつけられ
なかった。そこで，各社ごとの課徴金総額と消費税抜予定価格のデータから筆者が課徴金物件を推定し，物
件数を確定した。詳細については，本文を参照のこと。
2）そして課徴金納付命令が平成20年 8 月29日に 6社に対して出された。それぞれ荏原製作所 3億6207万円，
日立製作所 2億6446万円，三菱重工業6993万円，古河機械金属3969万円，鶴見製作所636万円，新明和工業
504万円であった。
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表 2　課徴金総額から推定される課徴金対象物件

税引き契約価格 落札物件 税引き落札価格 落札率（％）
（1）新明和工業 504万円 8000万円 1 物件 18  8000万円 レ 96.28

課徴金対象物件 1 件
（2）鶴見製作所 636万円 1億95万円 2 物件 23  7000万円 レ 97.53

物件 33◎  3100万円 レ 94.66
課徴金合計 1億100万円
課徴金対象物件 2 件

（3）古河機械金属 3969万円 6億3000万円 3 物件 11  6億6200万円 95.92
物件 44◎  4億8500万円 レ 95.35
物件 41◎  1億4500万円 レ 94.93
課徴金合計 6億3000万円
課徴金対象物件 2 件

（4）三菱重工業 6993万円 11億1000万円 3 物件 31◎  7億5500万円 レ 95.60
物件 43◎  2億4000万円 レ 94.79
物件 17  1億1500万円 レ 99.15
課徴金合計 11億1000万円
課徴金対象物件 3 件

（5）日立製作所 2 億6446万円 41億9778万円 7 物件 16×  19億5400万円 97.51
物件 26△  15億6900万円 レ 96.98
物件 45◎  13億1000万円 レ 92.66
物件 46◎  12億9000万円 レ 91.62
物件  7×  9億950万円 96.89
物件  8  9500万円 93.15
物件 47◎  2880万円 レ 91.69
課徴金合計 41億9780万円
課徴金対象物件 4 件

（6）荏原製作所 3 億6207万円 57億4714万円 13 物件 20△  10億5400万円 95.93
物件 39◎  10億3900万円 レ 94.85
物件  1  9億3000万円 レ 99.84
物件 40◎  8億900万円 レ 96.09
物件  6  5億8500万円 レ 97.80
物件 19  4億9000万円 レ 97.36
物件 30  4億8000万円 レ 99.32
物件 24  4億7400万円 レ 99.19
物件 38◎  4億4400万円 95.28
物件 27  4億3000万円 レ 94.99
物件 29  3億2000万円 レ 98.20
物件 12  2億5000万円 90.57
物件 37◎  1億8800万円 レ 94.85
課徴金合計 57億4500万円
課徴金対象物件 10件

（注） レは課徴金対象物件；×：物件 1から物件19のうち事前公表物件，（ただし物件 1から物件 4は選定して事前公表の対
象としたが，物件 1は事前公表しなかった），△：物件20から30のうち事前公表物件，◎：物件31以上のうち事前公表
物件。
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そこで次に，一般的な予定価格の事前公表の効果を検討する。閣議決定された「公共工事の入
札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」では予定価格事前公表のメリットとデメ
リットについて次のような見解を述べている。メリットとしては，業者から職員に対する予定価
格を探る行為などの不正行為の防止が可能であること。たとえば予定価格の作成時期を事前に必
要とする入札書の提出後とするなどして外部から入札関係職員に対する不当な働きかけまたは口
利き行為が発生しえない入札契約手続きをとることや，これらの行為があった場合の記録・報
告・公表の制度を導入することなどにより談合等に対する発注者の関与する余地の排除を徹底す
ることができることを挙げている。ここでは，発注者側には業者からの働きかけを排除するとい
う観点から予定価格の事前公表の動機付けがあると感じられる。
一方，デメリットとしては，予定価格が目安となって競争が制限され，落札価格が高止まりに
なること，談合が一層容易に行われる可能性があること，積算能力が不十分な業者でも，事前公
表された予定価格を参考にして受注する事態が生じること，などを挙げている。予定価格の事前
公表によって談合が一層容易に行われるという点に関して，予定価格が入札時に未知数であれば，
たとえ入札予定者が談合によって事前に決められても，その業者が100％の確率で落札者となる
ことはない。落札予定者が入札価格の予想を間違えれば，別の入札者が落札する余地を残すから
である。そして，これまでの落札価格の傾向をみると，落札予定業者は予定価格から離れた低い
価格で入札するのではなく予定価格に近づけて入札する傾向がみられる。そしてこの業者の性向
が高い落札率となり，談合の可能性を公正取引委員会が察知し立ち入り検査をするきっかけに
なったのである。
しかし，予定価格が未知数でなく既知数になれば，他の入札参加者が落札予定者の入札価格を
意識的に間違ったり，偶然落札予定者より低い入札価格で入札する可能性はゼロとなる。した
がって落札予定者は落札価格が公開されていない場合に比べ自分が落札者になる確信の度合いを
高めたうえで談合の形跡を消し去るなどのある種の余裕をもって落札価格を決めることができる
のである。
しかし指針においても予定価格の事前公表については，弊害が生じないように取り扱うことに
留意し，弊害が生じた場合には，速やかに事前公表の取りやめを含む適切な対応を行うこととし
事後公表や総合評価を推進する方向性を述べている。
事前公表のメリット，デメリットに関連して，談合の有無と落札率の関係を実際のデータを
ベースに検討しよう。今回は課徴金を科された 6社にサンプルを限定した。ここでは 6社の落札
した個別の物件について課徴金の有無については配慮していない。そして， 6社が落札した物件
のうち予定価格が事前に公表されていた物件（16物件）とされていなかった物件（13物件）に分
けて落札率を比較したものである。そこでは違反業者において予定価格が公表されていない場合
と公表されている場合の落札価格の決め方に変化があったかどうかをデータから確認したい。こ
れを表 3に示す。
この表からも分かるように，課徴金対象業者 6社において予定価格が事前公表になると，平均
落札率は96.86％から94.98％となり，約 2 ％ポイントだけ落札率を低めにとるという傾向がみら
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れる。審決にはこの業界の落札率に対する特徴として以下のような記述がある。
「平成14年 4 月以降は，東京都発注の特定ポンプ設備工事の全物件の予定価格が事前に公表さ
れるようになったことから，受注予定者は，予定価格から消費税及び地方消費税を控除した額
（以下「税抜予定価格」という。）の95％程度（下線は筆者）に相当する価格で入札し，他の入札参
加者は，自らが受注しないであろう価格で入札することにより，14社は，受注予定者がその定め
た価格で受注できるようにしていた。ただし，日立は，平成14年 1 月，茨城県石岡市と玉里村で
構成する湖北水道企業団が発注した浄水場施設工事に関する競売妨害罪事件（いわゆる業際研事
件）で同社の社員が逮捕されたことから，受注調整の発覚を回避するため，自社が受注予定者と
なった物件については，税抜予定価格の95％程度ではなく，同92％程度（下線は筆者，物件45，
物件46，物件47に対応）に相当する価格で入札していた。」

3．計量経済分析――談合と高い落札率の関係――

物件ごとの落札率などの詳細な情報が提供された入札談合事件として 3つの事件がある。それ
らは多摩地区公共工事入札談合事件，ストーカ炉入札談合事件，東京都下水道ポンプ設備工事入
札談合事件である。実行期間について時系列で並べると，ストーカ炉入札談合事件の実行期間が
平成 6年 4月 1 日に始まり（平成10年 9 月17日に終了），次に多摩地区公共工事入札談合事件の実
行期間が平成 9年10月 1 日に始まり（平成12年 9 月27日に終了），そして東京都下水道ポンプ設備

表 3　公表されない予定価格の落札率と公表された予定価格の落札率

税抜予定価格 落札率（％） 税抜予定価格 落札率（％）
（1）
公
表
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
予
定
価
格
の
落
札
率

物件 18 　8000万円　レ 96.28 （2）
公
表
さ
れ
て
い
た
予
定
価
格
の
落
札
率

物件 33◎ 3100万円　レ 94.66
物件 23 　7000万円　レ 97.53 物件 44◎ 4億8500万円　レ 95.35
物件 11 6億6200万円　　 95.92 物件 41◎ 1億4500万円　レ 94.93
物件 17 1億1500万円　レ 99.15 物件 31◎ 7億5500万円　レ 95.60
物件   8 9500万円　　 93.15 物件 43◎ 2億4000万円　レ 94.79
物件   6 5億8500万円　レ 97.80 物件 16× 19億5400万円　　 97.51
物件 19 4億9000万円　レ 97.36 物件 26△ 15億6900万円　レ 96.98
物件 30 4億8000万円　レ 99.32 物件 45◎ 13億1000万円　レ 92.66
物件 24 4億7400万円　レ 99.19 物件 46◎ 12億9000万円　レ 91.62
物件 27 4億3000万円　レ 94.99 物件   7× 9億950万円　　 96.89
物件 29 3億2000万円　レ 98.20 物件 47◎ 2880万円　レ 91.69
物件 12 2億5000万円　　 90.57 物件 20△ 10億5400万円　　 95.93
物件   1 9億3000万円　レ 99.84 物件 39◎ 10億3900万円　レ 94.85
13物件平均落札率　96.86％ 物件 40◎ 8億900万円　レ 96.09

物件 38◎ 4億4400万円　　 95.28
物件 37◎ 1億8800万円　レ 94.85
16物件平均落札率　94.98％
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工事入札談合事件の実行期間が平成11年 4 月 1 日から始まっている（平成15年 7 月29日に終了）。
これら談合事件で必ず論争となる点が「談合と高い落札率の関係」である。落札率は落札価格
を予定価格で割った値であり，そこでの問題点は 2つある。 1つは落札価格である。談合による
落札価格（談合価格とよぶ）は談合しない場合の落札価格（仮に競争価格とよぶ）より確実に高く
なる。それは談合の目的ができるだけ落札価格を高く維持し，自社及び業界の利益を上げること
にあるからである。そこで損害賠償請求事件で必ず必要となる談合のない競争価格が，経済理論
を基礎にして，具体的な数値として審判や裁判の場に提供できるかが問題となる。しかし現在の
状況では，多くの場合，談合による落札価格は談合がない価格より高いという両者の大小関係に
ついては保証されても，その差額がいくらかであるかは明確には答えられない。つまり競争価格
＜談合価格という不等式の関係は成立しても具体的にその差がいくらかということはいえないの
である

3）
。

問題点の 2つ目は予定価格である。入札物件の発注者は予定価格を積算することが国や地方公
共団体の入札に対して会計法や地方自治法によってルール化されており，予定価格は入札物件を
発注する側が算定する落札価格の上限値である。談合する業者にとって予定価格が入札前に公表
されていなければそれは未知数であり，業者は入札前に予定価格を予想しなければならない。も
し業者が予定価格より高い入札価格を提示すれば，その業者は失格となる。一方，予定価格を大
きく下回る価格で入札すれば，たとえ当該物件を落札できたとしても業者の利益が縮小すること
になる。そこで高い落札率に対する業者側の主張として，落札価格がたまたま予定価格の近傍で
かつ予定価格より低かったために落札率が高くなったのであり，落札価格が高いことは談合のた
めではないというロジックが成立する。
これら 2つの問題点，競争価格と予定価格について議論を深めよう。競争価格の具体的な数値
を推定するためには，経済モデルを作成したうえで現実のデータを使いながら実証分析を行わな
ければならない。牧（2017）では第 1次オイルショックのときにあった石油元売り業者間のカル
テル価格協定による独占禁止法違反行為に対して，カルテル価格協定がなかったという設定の下
で計量経済モデルを作り，カルテル価格協定がなかった場合に実現するだろうと想定される価格
について妥当な推定結果を得た。しかし，日本では経済モデルを利用して競争価格を推定した分
析例は稀有である。競争価格に係る実証分析の重要性は今後の課題である。
予定価格は発注者が積算する落札価格の上限値であるが，業者も予定価格の予想は重要な戦略
としている。業種ごとに予定価格予想の精緻さにばらつきはあっても，予定価格の想定に関して，
業者は全く無知であるとはいえない。それは，予定価格を予想することは利益に直結し，そのた
めにいくつかの入札物件の入札を繰り返すことによって，業者自身も一定の確度で予定価格を予
想することが可能になるからである。しかし，予定価格が事前に公表されない限りは，予定価格
は確率変数であるために，業者にとってはリスクを持った値である。一方，予定価格が事前に公
表されれば，それは既定値となり，談合の際には受注予定者だけを決めればよく，あとの入札価

3）そこで民事訴訟法248条が必要となるのである。構成要件の 1つである因果関係が立証できれば，その金
額は裁判所が判断できる。
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格については落札予定者の意思に従って独自に確信を持って決めることができる。当然アウトサ
イダーも，予定価格を読み違えたという言い訳ができなくなる。
談合があればそれは競争価格より高くなる。談合すれば落札率が高くなるといわれ，99％以上
あるいは95％以上の落札率をもって談合の証拠であるといわれることがある。しかしこれまでの
いくつかの談合事件を検討するとこのような数値99％や95％を事前に決めて，対象となる入札物
件に談合の疑いがあると認定することはつねに正しい判断ではないということが分かる。
ある特定の入札物件を取り出してみよう。当該物件について談合が成立した場合には談合がな
かった場合より落札率が高くなることはそもそもの談合の役割から当然のことである。そして，
当該物件に算定された予定価格は単一の価格であることも明らかで，したがって式で表現すると，
ある任意の物件 iについて

談合のない落札価格 p i　＜　談合のある落札価格 p i

両辺を予定価格で割ると，

談合のない落札率 r i　＜　談合のある落札率 r i

となる。ここで明らかなことは，ある特定の物件について談合のある物件の落札率は談合のない
落札率より高くなるということである。そして別の物件 jについても同様に，

談合のない落札率 r j　＜　談合のある落札率 r j

ということは正しい。そして仮に物件 iは談合ありと認定され，物件 jは談合なしと認定された
場合に

談合のない落札率 r j　＜　談合のある落札率 r i

といえるだろうか。この結論が妥当ではないことは反証例を 1つ挙げることにより明らかである。
それは物件 iの談合のある物件の落札率が95％で，物件 jの談合のない物件の落札率が96％のよ
うな場合である。
ここで 3点データを示そう。特に審決や判決で共通な事実として，第一に落札率が低い物件に
対しては，談合の存在がないと判断される場合が多い。第二に，逆に，談合ありと判断された物
件はおしなべて落札率が高い。極端な場合は落札率が99％と100％の間に集中している。第三に，
アウトサイダーが存在する場合には落札率は（東京都の場合）80％の近傍にあり，最低制限価格
に張り付いている。
そこで落札率の分母にあたる予定価格の役割が問題となる。予定価格は発注者が決めるもので
あり，受注希望者はその予定価格を予想する立場にある。これまでのいくつかの入札談合事件を
みると，発注者の設定する予定価格については高い精度で受注希望者の予想が的中すると考えて
よい。その理由は指名競争入札や一般競争入札に際し，登録などの方法によって受注希望者が囲
い込まれると，受注者も過去の落札価格を調査し，発注者の予定価格の算定方法について公表の
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有無にかかわらず検討する。また入札参加者にならなくても業界のうわさなどにより落札価格と
予定価格の情報に接することになる。
このようにして，予定価格は高い精度で受注希望者が予想することになる。つまり受注希望者
の予定価格の予想確率分布の分散は非常に小さいということになる。そうすると談合によって決
まった落札予定者の行動としては，第一に落札予定者自身の入札価格を決めること，第二に落札
予定者以外の入札参加者にそれぞれが入札する価格を連絡することが必要となる。ここでは落札
予定者以外の入札参加者の入札価格は必ず落札予定者の入札価格より高くなっている。そこでは，
仮に落札予定者の入札価格が発注者によって決められた予定価格より高いとしても，それは入札
参加者全員が失格となり，入札のやり直しとなるにすぎず，次回の入札も落札予定者が最も低い
入札価格を提示することになる。
談合による落札予定者が入札価格を決める際には，落札予定者はできるだけ予定価格に近い価
格で落札する方が落札した際の収益は大きいことを認識していると同時に談合が発覚した場合に
行政処分や罰則を科されることも知っていれば，その比較衡量をするだろう。まさに「リスクと
リターン」のトレードオフに直面しているのである。しかし多くの場合は談合発覚のリスクを無
視した行動をとり，99％以上の落札率になるように入札して例えば95％の落札率として収益を減
少させる選択はしてこなかった。それが結果として高い落札率となり談合の存在の決め手となっ
たのである。また予定価格が高い精度で受注者に予想可能であれば，アウトサイダーが出現した
際にも最低制限価格に張り付いた入札価格を提示することにより，落札予定者の落札が可能にな
る。
このような競争価格と予定価格の問題を抱えてはいるが，談合の判断の 1つの指標として落札
率が使われる理由を検討する。入札物件に係る一定の取引分野（市場）を設定すると，そこに含
まれる個々の入札物件の価格（予定価格や落札価格）は同一ではない。つまり入札物件は同質で
はないのである。そこで一定の取引分野における共通の指標が必要となる。そのなかでもっとも
簡単な指標が落札率である。落札価格と予定価格の比率は無名数となり，それぞれの物件を同一
の指標で表現することができるのである。
いま現行の入札方法によって談合の有無が落札率によって識別されることもある。その一例が
多摩地区公共工事入札談合事件にあった事実である。この事件では予定価格と最低制限価格（予
定価格の80％）という 2つの価格に関する制約条件が課されて，談合かどうかという区別が結果
として明確に分類できたのである。この事件の落札率分布をみると，分布が二極化されることに
より80％の近傍は95％の近傍と比較して談合の可能性は低いという判断ができたのである。それ
とともにこの事件では指名競争入札で，潜在的に入札に参加できる業者がゼネコン業者と地元業
者と分類され，その上に業者数も多数であったということがある。
しかし上述の審決にもあるように，今回の下水道ポンプ設備工事入札談合事件では平成14年 4
月以降全入札物件の予定価格が事前に公表されるようになると，予定価格の95％程度の落札率に
抑えるという業者間の合意ができてしまい，そこでは従来の談合の有力な判定材料であった落札
率の高さという要素が使えなくなったのである。このような状況では談合を確認するあるいは談
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合を防止するためには，潜在的な入札参加者を増やすことと予定価格の算定方法を見直すことが
必要である。その理由として，予定価格の80％である最低制限価格でも落札業者が存在するとい
うことがある。この業者の当該物件に対する費用・収益表を実際に検討してみたいものである。

3 . 1   検討する 3つの事件
ここで落札率と課徴金納付の関係について検討する。これまで検証が行われた入札談合事件に

おいて物件ごとの落札率が公表された事件が 3つあった。この 3つの入札談合事件についての物
件ごとの落札率などがデータとして存在している。それぞれの事件に含まれる物件数は，ストー
カ炉入札談合事件が84物件（86物件のうち落札率が示されていない物件が 2件ある），多摩地区公共
工事入札談合事件が72物件，東京都下水道ポンプ設備工事入札談合事件が47物件と，一応，計量
経済分析には耐える標本数は確保している。これらについて，落札率の分布を再現し，これら 3
つの事件において落札率が公正取引委員会や裁判所の判断にどのように影響しているのかを実証
分析によって検証する。
事件ごとに落札率の分布と落札率と課徴金納付の関係をみていく。ストーカ炉入札談合事件の
落札率の散らばり方を図 1により観察すると，最も高い度数が95％から100％の区間にあり，度
数が64で全体の76.2％を占めている。そして次に高い度数が90％から95％の区間にあり，度数は
8である。まさに90％から100％の区間に全入札物件のうち72物件（85.7％）がある。それ以外の
物件の落札率は40％台から80％台まで，55％から70％未満を除き，薄く散らばっている。このよ
うに40％台まですそ野が広く散らばっている理由は，入札物件の下限値に対する制約条件が課さ
れていないからである。ちなみに他の 2つの事件では予定価格が上限値であると同時に予定価格
の80％が最低制限価格として入札の下限値を制約している。
この図から特徴的な点が分かる。それは，談合をするしないにかかわらずゼネコン業者はかな
りの精度で予定価格を予想することができるということである。この落札率の分布に課徴金納付
命令の決定を重ねよう。図 2には横軸に落札率を表示し縦軸には課徴金を科された物件（横軸＝
1）と課徴金を科されなかった物件（縦軸＝ 0）についてプロットしている。この図をみると，
談合ありと認定され課徴金を科された物件は落札率90％以上に散らばっているが，一方で落札率
が90％以上であっても課徴金を科されなかった物件もあることが分かる。そして落札率が90％以
下では課徴金が科されていない。
次に多摩地区公共工事入札談合事件の落札率に関する度数分布表をみる。これは図 3に示され
ているが，この事件の落札率の特徴は，落札率97.5％から100％の区間における度数が49と高い
（全体の68.1％）が，一方で落札率が80％から82.5％の区間における度数が15（全体の20.8％）と，
モードが 2つあることである。これら 2つの区間の度数を合わせると，全体の88.9％を占めてい
る。先に述べたように，入札物件に対して予定価格の80％を最低制限価格とする制約が加えられ
ており，業者間で当該物件について競合する状況であったときには業者間の価格に係る競争によ
り落札価格が下がったからである。この事件でも受注業者の予定価格予想の精度が高いことが分
かる。
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そして図 4には落札率と課徴金を科された物件および落札率と課徴金を科されなかった物件に
ついて散布図が描かれている。この図では落札率が高いところで課徴金を科された物件と課徴金
を科されていない物件が混在すると同時に，落札率が低いところでも課徴金を科された物件が 1
物件だけあることが分かる。
最後は東京都下水道ポンプ設備工事入札談合事件である。図 5にヒストグラムが示されている。
この事件については審決では説明がないが，入札物件の入札状況により上限値が予定価格であり
下限値が予定価格の80％になっている。この事件ではストーカ炉入札談合事件や多摩地区公共工
事入札談合事件と違い最上位階級の97.5％から100％に一番高い度数があるのではなく，95％か
ら97.5％の区間に最も高い度数がある。そして 1物件の落札率を除きすべての物件で落札率は

図 2　ストーカ炉：落札率と課徴金納付命令
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図 1　ストーカ炉：落札率ヒストグラム
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90％以上となっている。
落札率と課徴金を科された物件と課徴金が科されなかった物件の散布図が図 6に描かれている。
それをみると，落札率が低い水準では課徴金が科されていないことが分かる。一方落札率が90％
以上の水準では課徴金が科された物件とそうでない物件が混在していることが分かる。
そこでこのような 3つの事件に関して，談合と高い落札率の関係を考えるうえで，第一段階と
して落札率が課徴金納付命令の有無に関係しているかどうかを計量経済モデルによってテストす
る。第二段階として課徴金納付命令を受けた物件が納付命令を受けなかった物件より落札率が高
いといえるのかを検討する。本来は物件ごとに談合がある場合の落札価格と談合がない場合の落
札価格を推定し，個々の物件に対して競争価格＜談合価格が成立しているかどうかの判定をする

図 3　多摩地区：落札率ヒストグラム
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図 4　多摩地区：落札率と課徴金納付命令
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ことになるが，それができない現状では落札率の高さを比較する方法がセカンドベストの判定法
になり，この方法が実務でも行われてきたのである。
図 2，図 4，図 6のように落札率と処分について散布図がある。観察される変数は落札率と課
徴金納付命令という行政処分の有無である。それぞれの物件ごとに落札率と処分の有無という
データがセットとして存在する。課徴金納付という行政処分が出された理由として業者間の談合
があり，意思の連絡という不当な取引制限が行われたことがある。一方，業者間で談合がなけれ
ば，不当な取引制限はなく行政処分は行われないということになる。計量経済モデルとしては質
的変量モデルを特定化し，落札率と行政処分の有無の間の関係をテストする。図式的に示すと，

図 5　下水道ポンプ：落札率ヒストグラム

図 6　下水道ポンプ：落札率と課徴金納付命令
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落札率　→　処分の有無

の関係をテストすることになる。そして処分の有無を具体的に表現すると，以下のようになる。

落札率　→　処分（有罪）　
理由：談合あり（意思の連絡）

落札率　→　処分なし（無罪）
理由：談合なし

ここで落札率と処分に一定の関係が示されれば，次の段階として高い落札率と談合について考察
することができる。

計量経済モデルを検討する前に表 4に 3つの事件の特徴をまとめる。

3 . 2   ロジットモデルとプロビットモデル
そこで落札率を課徴金納付命令のあいだの関係を質的変量モデルによって検討する（Maki

（2011）参照）。経済分析の使用するデータは行動の結果として実現したものである。質的変量モ
デルではモデルの中に確率分布が特定化されているが，現実のデータはその分布の中で実現した
値がデータとして使われるのである。
図 2，図 4，図 6に対して図 7のような S字型曲線を当てはめる。

表 4　 3つの事件の特徴

ストーカ炉 多摩地区 下水道ポンプ
物件数 84 72 47
課徴金を科された物件数 31 31 22
実行開始時期 平成 6年 平成 9年 平成11年
最小値 33億 4 千万円 4035万円 2165万円
最大値 401億 3 千万円 11億 4 千万円 20億円
平均値 150億 4 千万円 2億 9千万円 5億 3千万円
標準偏差 101億 8 千万円 1億 9千万円 5億円
参加業者 大手 5社

アウトサイダー
ゼネコン
地元業者

閉鎖的業者群

課徴金対象物件 平均落札率 98.25 98.04 96.15
標準偏差 2.12 4.24 2.33

課徴金対象物件以外 平均落札率 92.90 91.89 95.43
標準偏差 11.43 9.10 3.69

平均落札率の差 3.35 6.15 0.72
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質的変量モデルでは潜在変数という概念を導入する。潜在変数 yi
＊について，次のような線形

の関係式を特定化する。

yi
＊＝β0＋β1xi＋εi　　　（i＝1, 2, …, n）

ここでεiは確率変数である。観測値 yiと yi
＊の関係は以下のとおりである。

yi＝ 1：yi
＊ > 0 　の場合

yi＝ 0：yi
＊≤ 0 　の場合

ここで確率変数の分布関数に以下のような分布関数を特定化したモデルがロジットモデルといわ
れる。

F（x）＝exp（x）/（1＋exp（x））

一方，分布関数として正規分布を表現する確率密度関数の分布関数を仮定したものがプロビット
モデルといわれる。

F（x）＝∫x
－∞f（t）dt 

ただし f（t）は平均 0，分散 1の標準正規分布の確率密度関数である。これら 2つの分布関数は両
端（縦軸が 0あるいは 1に近い横軸の領域）において多少の違いがあるが，それ以外の領域ではほ
とんど違わない S字型曲線の形状をしている。
今回の計量分析では念のためロジットモデルとプロビットモデル両者の推定値を表 5に提示し

ている。
推定結果を時系列の順序でみていこう。ロジットモデル，プロビットモデルともにストーカ炉

と多摩地区では落札率の係数は正で，t‒値あるいは P‒値でみると，有意水準 5％で有意であり，

図 7　S字型曲線
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帰無仮説 H0：β1＝ 0 は棄却される。この結果，落札率は課徴金納付命令の判断と関係があるこ
とが分かる。一方，下水道ポンプ工事ではこの 2例とは結果が違っている。落札率の係数は正で
あるが，t‒値あるいは P‒値でみると，有意水準 5％で有意でなく，帰無仮説 H0：β1＝ 0 は棄却
されない。この理由は，予定価格の事前公表にあることが想像に難くない。予定価格公表の影響
として上述のように東京都発注の特定ポンプ設備工事に係る入札物件について，平成14年 4 月以
降，すべての入札物件に対して予定価格を事前に公表する方法を採用したのであった。
下水道ポンプでは検証できなかったが，ストーカ炉と多摩地区では落札率は課徴金納付命令の
判断と関係があるということが質的変量モデルを使うことによって検証された。この 3つの事件
で判断が分かれた理由としては予定価格公表の影響が強いのではないかという推測も可能であろ
う。
そこで第二段階として別の視点で落札率が高いから談合があるという点を検証してみよう。こ
こでは統計学で使われる差の有意性検定が使われる。それは課徴金が科された標本と課徴金が科
されなかった標本の落札率の平均と標準偏差を利用して，課徴金が科された標本と課徴金が科さ
れなかった標本が同一の母集団から抽出されたかどうかをテストする方法である。仮説として 2
つのグループで母集団平均値に差がない，対立仮説として課徴金を科せられた物件の落札率はそ
れ以外より高いとする。

H0：μ1＝μ2
HA：μ1 > μ2

もし仮説 H0が正しければ，以下の統計量

t＝ （x1－x2－（μ1－μ2））×　（n1× n2×（n1＋n2－ 2 ） /（n1＋n2））/　（（n1－ 1 ）× s12＋（n2－ 1 ）×s22）

表 5　ロジットモデルとプロビットモデルの推定値

ストーカ炉 多摩地区 下水道ポンプ
ロジットモデル 切片 －22.67 －12.61 －5.20

（2.22） （2.86） （0.53）
［0.026］ ［0.004］ ［0.59］

落札率の係数 0.2273 0.1289 0.052
（2.18） （2.84） （0.52）
［0.029］ ［0.004］ ［0.60］

プロビットモデル 切片 －13.49 －7.502 －3.345
（2.23） （3.17） （0.54）
［0.025］ ［0.002］ ［0.586］

落札率の係数 0.1351 0.07675 0.0345
（2.19） （3.13） （0.53）
［0.028］ ［0.002］ ［0.594］

（注）丸カッコは t‒値，角カッコは P‒値である。
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は自由度 n1＋ n2－ 2 の t分布にしたがう。差の有意性検定の結果が表 6に示されている。

これをみると，ストーカ炉入札談合事件と多摩地区公共工事入札談合事件では仮説 H 0は有意
水準 5％でも 1％でも棄却される。つまり落札率に関して，談合によって落札された物件とそれ
以外の物件では，統計的にみて，両者に差があり，かつ落札率は談合による物件の方が高いとい
う結果になった。そして下水道ポンプ設備入札談合事件では仮説 H 0は有意水準 5 ％でも 1 ％で
も棄却されなかった。つまり落札率に関して，談合によって落札された物件とそれ以外の物件で
は，統計的にみて，両者に差がないということになる。
そこで課徴金が科された母集団と課徴金が科されなかった母集団の性格の相違の理由として直
接証拠が重要な役割を演じるのである。

4．結論

本論文では落札率の高さと談合にどのような関係があるのかあるいは無関係なのか質的変量モ
デルを使い検証した。検証に使ったデータは 3つの事件（ストーカ炉，多摩地区，下水道ポンプ）
における法務データである。これら 3つの事件では落札率を算出する落札価格と予定価格ついて，
それぞれ特徴的な性質を持っていた。ストーカ炉では最低制限価格が設定されていないこと（他
の 2つは最低制限価格が設定されている），下水道ポンプでは予定価格の一部が事前に公表されて
いたこと（他の 2件は事前の予定価格公表はない）などである。最低制限価格を設定されている場
合では，アウトサイダーとの競争があるとそこに張り付くという結果がみられた。また，予定価
格が事前に公表されると，談合の影響を従来の談合を判断した 1つの要素である落札率の高さで
判定することが難しくなることも分かった。
またこれら 3つの事件を比較することにより，予定価格の事前公表という入札方法を採用する
と，談合の有無の判断が困難になるのではないかということが実証分析の結果から分かった。

表 6　差の有意性検定結果

ストーカ炉 多摩地区 下水道ポンプ
tの値 2.56 3.48 0.78
n1＋ n2－ 2 82 70 45
有意水準 5 % 1.66 1.67 1.68
有意水準 1 % 2.37 2.39 2.41
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